
四国地区所有者不明土地連携協議会 第２回総会 開催

協議会（※）における令和元年度の活動報告及び令和２年度の活動⽅針の決定並びに構成員間
で所有者不明⼟地問題に関する情報共有・意⾒交換を⾏った。

※「所有者不明⼟地法」の円滑な施⾏や市町村の⽤地業務⽀援等のために、平成３１年２⽉に設⽴

概要：

総会開催状況

大高会長代行
による会長挨拶

田中公共用地室長
による施策紹介

■⽇ 時：令和２年１⽉２９⽇（⽔）13:30〜15:00
■場 所：⾼松サンポート合同庁舎（南館）６階
■出席者：２６名（整備局、法務局、四国各県、関係⼠業団体）

◇第１部 議事
○会⻑挨拶（会⻑代⾏：⼤⾼⽤地部⻑）
○幹事会活動報告（座⻑：和⽥⽤地調整官）
○令和元年度活動報告・令和２年度活動⽅針を決定

◇第２部 情報共有・意⾒交換
○今後の⼟地政策及び所有者不明⼟地法の円滑な施⾏に向けた各種施策
取組状況の紹介（本省⽥中公共⽤地室⻑）

○⻑期相続登記等未了⼟地及び表題部所有者不明⼟地の解消作業説明
（⾼松法務局中⼭⾸席登記官）

○関係６⼠業団体より、所有者不明⼟地問題に関する取組状況の紹介
・法務局が⾏う⻑期相続登記等未了⼟地解消作業において、⼾籍収集や相続関係
説明図の作成等の⾯で法務局と連携し、解消作業を推進（司法書⼠会）

・法務局が⾏う表題部所有者不明⼟地解消作業において、所有者等探索委員として
活動予定（⼟地家屋調査⼠会）

市町村の⽤地業務の⽀援や所有者不明⼟地問題等に対応するため、有識者の知⾒の活⽤⽅策の
検討等を図ることにより、更なる本協議会活動の充実を図っていくことを確認した。


